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感染症による出席停止について（お願い） 

 

 インフルエンザを始めとする感染症のシーズンになってまいりました。 

 そこで，校医先生のご指導をいただき，出席停止についての取り扱いを整理しました。右の

表にあるような学校感染症にかかり，医師がその必要があると診断した場合は，出席停止の措

置が取られます。医師の登校許可が出るまでは登校できませんが，通常の欠席とは区別され

ます。 

 治癒証明書をお渡ししますので，医師に記入してもらい，学校までご提出をお願いいたしま

す。 

 

〇手続き 

・医師の診察を受け，出席停止の診断，指示を受けたら，直ちに学校へ連絡をお願いいたし

ます。その際に，診断を受けた病名と出席停止の指示を受けたことをお伝えください。 

・治癒証明書は，医師の登校許可が出て登校を始める日に，学校へご提出をお願いいたしま

す。 

・治癒証明書は兄弟姉妹等を通じて，もしくは，直接来校していただいた際にお渡しできま

す。また，文理の子，小学校 HPからダウンロードすることも可能です。 

 

〇登校の取り扱い 

  感染症にかかった場合の出席停止期間について，学校保健安全法では，次のような扱い

が定められています。 

① 第１種については，感染症予防法により，発症すると入院・治療し，完治するまで退院でき

ないので，その間は登校できません。 

② 第２種にかかった場合は，学校に届け出て，定められた出席停止期間に従って，医師の

登校許可が出るまで家庭で安静にします。 

③ 第３種については，出席停止期間の個別の基準はありません。「病状により医師において

感染のおそれがないと認めるまで」となっていますので，症状によって登校してもよいと医

師が判断した場合は登校が可能です。 

 

 

※その他の感染症とは 

学校で流行が起こった場合に，その流行を防ぐため，必要があれば学校長が学校医の意

見を聞き，第 3種の感染症として，措置をとることができる疾患です。（明確に出席停止と規定

されていません） 

●溶連菌感染症   ●ウイルス性肝炎   ●伝染性紅斑   ●手足口病 

●ヘルパンギーナ  ●マイコプラズマ感染症 ●感染性胃腸炎（流行性嘔吐下痢症）  等 


